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社会福祉法人王滝村社会福祉協議会役員等報酬規程 

（目的）

第１条 この規程は、社会福祉法人王滝村社会福祉協議会定款第２３条及び第９

条の規定に基づき、役員及び評議員、並びに会長が事業の一部を依頼した者（以

下「役員等」という。）の報酬に関する事項を定めるものとする。

（報酬の額）

第２条 役員等の報酬の額は、別表の通りとする。

（支給の方法）

第３条 報酬の支給の方法は、次の通りとする。

（１）会 長  毎月２１日に、その月の報酬月額を支給する。

（２）副会長  毎年３月に、報酬年額を支給する。

（３）理 事  毎年３月に、報酬日額又は半日額に、その年の理事会に出席

した回数を乗じて得た額を支給する。ただし、本号の理事には、会長及

び副会長を含まないものとする。

（４）監 事  毎年３月に、報酬年額を支給する。

（５）評議員  毎年３月に、報酬日額又は半日額に、その年の評議員会に出

席した回数を乗じて得た額を支給する。

（６）会長が事業の一部を依頼した者  毎月２５日を基準日に、報酬日額又

は半日額に、その月の事業に出席した回数を乗じて得た額を支給する。

２ 前項第１号において、会長が月の途中で就任又は退任したときは、日割り

により計算した報酬月額（ただし、１００円未満の端数がある場合は、これを

切り上げた額）を支給する。

３ 第１項第２号又は第４号において、１年に満たない在任期間があるときは、

報酬年額を１２で除した額（ただし、１００円未満の端数がある場合は、これ

を切り上げた額）に在任月数を乗じて得た額を支給する。この場合、就任又は

退任した月の日数が１０日に満たない場合は、その月を在任月数に含めないも

のとする。

（支給の制限）

第４条 職員と役員を兼務し、職員給与を支給されている者は、役員報酬を支

給しない。

２ 役員及び評議員が、地方公共団体の職に就いているときは、報酬を支給し

ない。

（規程の変更）

第５条 この規程の変更は、評議員会の議決を受けて行う。

附  則

１ この規程は、平成１２年６月１日から施行する。 

２ 社会福祉法人王滝村社会福祉協議会々長の報酬及び理事、評議員の費用弁

償に関する規程は廃止する。
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附  則

この規程は、平成１４年４月１日から施行する。

附  則

この規程は、平成１７年４月１日から施行する。

附  則

この規程は、平成１８年４月１日から施行する。

附  則

この規程は、平成２９年４月１日から施行する。

別表（第２条関係）

社会福祉法人王滝村社会福祉協議会役員等報酬

H29.4.1 改定 

職 名 報酬月額 報酬年額 報酬日額

会  長 ２８，０００円 － －

副 会 長 － ９６，０００円 －

理  事
※会長及び副会長を除く

－ －
７，０００円

（４，０００円）

監  事 － ３６，０００円 －

評 議 員 － －
７，０００円

（４，０００円）

会長が事業の

一部を依頼し

た者

－ －
７，０００円

（４，０００円）

注）報酬日額の欄中、半日以下の場合は（ ）内の額とする。


